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政令指定都市の拡大・多様化と税の地域格差 
 

 

青 木 宗 明 

 

 

 はじめに ～指定市の多様化と格差～ 

 

 政令指定都市と聞いて、どのようなイメージを思い浮かべるだろう。「故郷を異にする

人々の密集する大都会」、「慌ただしいビジネスマンの交錯する高層オフィス街」、「ま

ばゆい装飾に溢れるブティックやレストランの集中する商業地区」といった伝統的に「大

都市」として想起される風景であろうか。 

 もしそうであるなら、多少とも認識を改める必要があるだろう。なぜならば、現在19あ

る指定市の中には、過疎指定された地区を抱える市（浜松市、岡山市)(１)もあれば、労働

者の５％近くが農林水産業（第１次産業）に従事している指定市（新潟市、浜松市）も含

まれているからである。 

 指定都市がまさに多様化しつつあ

る。第１表にある指定市の数の増加

に伴って、伝統的なイメージではく

くることのできない特徴を持った都

市が仲間入りするようになったので

ある。このような多様化は、地方分

権という観点から良いことのように

評価されるかもしれない。しかしそ

の反面では、多様化とは地域間の相

違や格差の拡大であるという解釈も

また正しい。指定市の間で様々な差

が生じ、それが拡大しつつあるのは

間違いのない事実なのである。 

 そこで本稿は、様々な相違の中か

第１表 指定都市増加の経緯 
 

年  市数

1956 

指定都市制度発足（特別市制度廃止）

横浜市・名古屋市・京都市・大阪市・

神戸市 

 5

1963 北九州市が加入  6

1973 札幌市、川崎市、福岡市が加入  9

1980 広島市が加入 10

1989 仙台市が加入 11

1992 千葉市が加入 12

2003 さいたま市が加入 13

2005 静岡市が加入 14

2006 堺市が加入 15

2007 新潟市、浜松市が加入 17

2009 岡山市が加入 18

2010 相模原市が加入 19
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ら地方税に着目して、実証分析を行ってみることにした。地方税の相違や格差が生じてい

るか、生じているとすればどのようにか等、実態を明らかにしてみようというのである。 

 ただこの点で本稿のオリジナリティは、分析の重点を、誰もが思い浮かべる指定都市間

の格差よりも、指定都市の中の格差に置いたことである。指定市の中に、従来の政令市で

は存在しなかった広い耕作地や過疎の区域が含まれるようになった以上、それらの地域と

中心地区との間で、都市内の格差が生じるようになったと考えられるのである。 

 かくして本稿は、最後の第３章で２つの市をケース・スタディとして取り上げ、都市内

部での格差の実態を考察した。一方の横浜市は、制度の誕生とともに指定市となった、い

わゆる旧五大市の１つである。これに対して静岡市は、制度誕生から半世紀後、2005年に

指定された新しい政令市である。この両市の都市内格差の状況を考察することで、格差が

どのように生じているのか、その実態を明らかにしてみる。 

 それでは以下、まず第１章で政令指定市の拡大と多様化の実態を、人口・面積や産業構

造のデータを用いて概観する。次の第２章では、財政の面から指定市の多様化を考察する

が、同章の最後では、本稿の核である第３章につなぐために、指定市の間での税の格差を

示してみることにしよう。 

 なお本稿は、地方自治総合研究所にて運営されている「ＮＥＯ財政研究会」の成果報告

であり、大都市財政をテーマに共同研究した報告のうちの１本である(２)。 

 

 

 1. 指定都市の拡大と多様化 

   （人口、面積、産業構造と「都市行政」） 

 

 政令指定市の拡大は、すでに第１表で示したとおりだが、人口の状況を加えた第２表を

みると、拡大の経緯にある一定の時代区分のあることに気づくだろう。指定市制度は、い

わゆる旧五大市から出発して、人口100万人になることを目安に運用されてきた。福岡市

は80万人台で指定された最初のケースとなったが、同市を含め、1973年までに政令市に

なった９つの市を合わせると、19ある指定市人口の過半、65.8％を占めているのである。 

 この80万人という人口が、その後30年近くにわたって基準となり、広島、仙台、千葉の

３市の指定が行われたが、大きな変化が生じたのは2000年代に入ってすぐである。市町村

合併をした場合、人口の目安が70万人程度に引き下げられたのである。 

 かくして2000年代に指定された７市は、さいたま市は別として、多くても人口80万人に 
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第２表 指定都市の人口の状況 

 
指定都市への指定時 2010年現在 

 人口（千人）と 
指定年     

人口(人) 
＜４月＞ 

指定市総人口に占める割合
各県の人
口に占め
る割合  

人口密度 
(人／㎢) 
＜10月＞ 

大  阪 2,547 2,628,811 10.2％ 28.6％ 11,930 

名 古 屋 1,337 2,215,062 8.6％ 30.1％ 6,886 

京  都 1,204 1,474,811 5.7％ 54.3％ 1,772 

横  浜 1,144 3,579,628 13.8％ 40.7％ 8,394 

神  戸 979

1956年

1,525,393 5.9％ 27.1％ 2,773 

北 九 州 1,042 1963年 993,525 3.8％ 19.4％ 2,019 

札  幌 1,010 1,880,863 7.3％ 34.3％ 1,693 

川  崎 973 1,327,011 5.1％ 15.5％ 9,631 

福  岡 853

1973年

1,401,279 5.4％ 65.8％ 27.7％ 4,215 

広  島 853 1980年 1,154,391 4.5％ 40.5％ 1,289 

仙  台 857 1989年 1,025,098 4.0％ 43.4％ 1,308 

千  葉 829 1992年 924,319 3.6％ 15.2％ 3,481 

さいたま 1,024 2003年 1,176,314 4.5％ 82.4％ 17.0％ 5,521 

静  岡 707 2005年 713,723 2.8％ 19.0％ 511 

堺 830 2006年 830,966 3.2％ 9.4％ 5,574 

新  潟 814 813,847 3.1％ 33.6％ 1,118 

浜  松 804
2007年

804,032 3.1％ 21.0％ 538 

岡  山 696 2009年 696,172 2.7％ 35.5％ 880 

相 模 原 702 2010年 701,630 2.7％

34.2％

17.6％

7.8％ 2,157 

 25,866,875 100％   

(資料) 大都市統計協議会「大都市比較統計年表」より作成。 

 

とどまっている。静岡市から相模原市までの６市の人口は、19ある政令市のわずか17.6％

にすぎないのである。この人口の少なさは、各県の人口と比較しても、あるいは人口密度

をみても確認できる。2000年代に指定された政令市の中には、人口が県人口の１割に満た

ない堺市と相模原市も含まれ、また１㎢あたりの密度が1,000人を下回る政令市も珍しく

ない。静岡市と浜松市では密度が500程度にすぎず、最も密度の高い大阪市の４％分にし

か相当しないのである。 

 このさいたま市と静岡市との間を境にした前後の相違（2000年代後半に指定された６市

とそれ以前との相違）は、面積の情報からみても確かめられる（第３表を参照）。政令市 
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第３表 指定都市の面積と都市計画区域・市街化区域の割合 

（単位＝㎢） 

 
総土地面積

(１) 
行政区の数

人口集中地区
(ＤＩＤ)面積

(２) 

ＤＩＤの割合
(２)/(１)

都市計画 
区域面積 
(３) 

都市計画 
区域の割合 
(３)/(１) 

大  阪 222.30 24 221.7 99.7％ 224.96 101.2％ 

名 古 屋 326.45 16 273.7 83.8％ 326.45 100.0％ 

京  都 827.90 11 140.1 16.9％ 480.51 58.0％ 

横  浜 437.38 18 347.5 79.5％ 435.6 99.6％ 

神  戸 552.23  9 147.8 26.8％ 553.37 100.2％ 

北 九 州 487.71  7 156.7 32.1％ 488.65 100.2％ 

札  幌 1,121.12 10 227.5 20.3％ 567.95 50.7％ 

川  崎 144.35  7 132.0 91.4％ 144.35 100.0％ 

福  岡 340.96  7 150.4 44.1％ 338.78 99.4％ 

広  島 905.13  8 135.1 14.9％ 429.98 47.5％ 

仙  台 788.09  5 130.2 16.5％ 442.84 56.2％ 

千  葉 272.08  6 118.2 43.5％ 272.08 100.0％ 

さいたま 217.49 10 115.6 53.2％ 217.49 100.0％ 

静  岡 1,388.78  3 102.2 7.4％ 234.65 16.9％ 
堺 149.99  7 105.2 70.1％ 149.99 100.0％ 

新  潟 726.10  8 98.4 13.5％ 434.08 59.8％ 

浜  松 1,511.17  7 84.2 5.6％ 467.68 30.9％ 
岡  山 789.91  4 78.5 9.9％ 585.96 74.2％ 

相 模 原 328.84  3 66.8 20.3％ 110.30 33.5％ 

 
市街化区域
面   積

(４) 

市街化区域
の 割 合
(４)/(１)

林野面積 
(５) 

林野割合 
(５)/(１)

耕地面積 
(６) 

耕地割合 
(６)/(１) 

大  阪 211.45 95.1％ － 0.0％ 1.21 0.5％ 

名 古 屋 302.58 92.7％ 12.63 3.9％ 14.30 4.4％ 

京  都 149.87 18.1％ 607.96 73.4％ 27.10 3.3％ 

横  浜 330.3 75.5％ 39.59 9.1％ 30.90 7.1％ 

神  戸 200.44 36.3％ 229.08 41.5％ 45.50 8.2％ 

北 九 州 204.35 41.9％ 195.11 40.0％ 25.90 5.3％ 

札  幌 249.3 22.2％ 681.38 60.8％ 36.40 3.2％ 

川  崎 126.95 87.9％ 7.89 5.5％ 6.37 4.4％ 

福  岡 159.83 46.9％ 112.26 32.9％ 21.80 6.4％ 

広  島 159.52 17.6％ 618.94 68.4％ 31.80 3.5％ 

仙  台 180.36 22.9％ 445.51 56.5％ 67.30 8.5％ 

千  葉 128.81 47.3％ 51.97 19.1％ 41.40 15.2％ 
さいたま 115.87 53.3％ 4.75 2.2％ 40.10 18.4％ 
静  岡 104.4 7.5％ 1,081.17 77.9％ 66.17 4.8％ 

堺 109.28 72.9％ 4.35 2.9％ 13.10 8.7％ 

新  潟 114.23 15.7％ 54.72 7.5％ 342.00 47.1％ 
浜  松 97.89 6.5％ 1,018 67.3％ 134.00 8.9％ 

岡  山 103.88 13.2％ 353.59 44.8％ 142.00 18.0％ 
相 模 原 64.47 19.6％ 189.33 57.6％ 17.30 5.3％ 

(資料) 第２表と同じ。 
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が、もしも伝統的なイメージの大都市であれば、市の面積に占める人口集中地区（ＤＩ

Ｄ)(３)の割合は著しく高いはずだが、静岡、浜松、岡山の３市は、それが１割を切ってい

るのである。このうち静岡県の２市は、都市計画区域の割合も低い。さらに市街化区域の

割合でみても、この両市は岡山、新潟ともども、数値の小ささが著しく際立っているので

ある。 

 このように政令市にもかかわらず人口が密でないことの裏返しとして、市の面積に占め

る林野や耕地の割合は非常に高い。静岡、浜松両市の面積の約７割は林野であり、新潟市

の半分は耕地なのである。 

 この2005年を境にした指定市の相違、多様化は、産業の構造にも明確に現れている。第

１図は第１次産業の比率であるが、2005年以降に指定された都市における比率の高さは、

まさに一目瞭然であろう。さいたま市までの政令市がおおよそ１％なのに対して、静岡市

以降の指定市は、3.5％～５％近い比率を示している。堺市と相模原市は例外であるが、

特に新潟と浜松の両市は、市町村全体の平均値すら上回るほど第１次産業の比重が大きい

のである。 

 2005年以降の政令市は、第２次産業の比率が高いことも特徴となっている。第２図から

分かるように、2000年代前半までの指定市は、大阪、名古屋、北九州の３市で第２次産業

の地位が高かったが、それでも市町村全体の平均未満であった。ところが2005年以降の６

指定市のうち４つはこの平均を超えようとしている。特に浜松市は、比率が37.0％に上っ

ており、市町村平均をまさに圧倒的な大きさで上回っているのである。 

 人口、面積、そして産業構造がこれだけ違えば、行政にもそれが反映されると考えるの

が自然であろう。行政の水準や内容は、上記の３要素に大きく左右されるからである。そ

こで本稿でも、19指定市における行政の相違・多様化を検証しようと考えた。ところが行

政の実態比較は、それだけで書籍もしくは大論文になるほどに作業量が膨大に上る。本稿

の目的はあくまでも税の相違・格差の実証分析であるため、この作業に労力を割くのは難

しい。そこで、ここでは行政事務・事業の中から大都市に特有の行政と考えられる事務の

みを取り上げ、ざっくりと概観しておくにとどめたい。 

 大都市に特有と考えられる事務とは、生活保護である。政令市における生活保護行政の

重要度は他の市町村より高く、また指定市の中でも、大都市としての特徴が強ければ強い

ほど行政の重要性が高まると考えられる。第３図がこの状況を表しているが、指定市の間

での相違は、やはり2005年を境に生じているが、それだけではなく、1980年を境にした違

いもあることが分かる。 
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第１図 第１次産業の比率：2005年以降の指定市における高い比率 

（単位＝％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 平成17年度国勢調査より作成。 

 

第２図 第２次産業の比率：2005年以降の指定市における比率上昇 

（単位＝％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 第１図と同じ。 
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第３図 生活保護：被保護人員と保護率（2010年９月の状況） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料) 厚生労働省「全国生活保護速報」より作成。 

 

 すなわち、大阪市の存在が飛び抜けていること（被保護人員と保護率のいずれも）には

注意しなくてはならないが、政令市の誕生から1980年に指定された広島市まで、各市の保

護率は20‰を超えている。それが仙台市以降、堺市を例外として保護率は大きく低下し、

浜松と静岡の両市では指定市平均（21.6‰）の半分以下の数値にとどまっているのである。

保護率の数値が低いのはもちろん良いことではあるが、大都市で特に重大と考えられる事

務でも大きな相違が生じているのは非常に興味深い。近年指定された都市は、やはり伝統

的な大都市という枠組みではとらえきれなくなっていると思われるのである。 

 それでは章を改めて、今度は財政の面から指定市の多様化を検証してみよう。 

 

 

 2. 財政からみた指定市の多様化と格差 

 

 財政面からの検証は、19ある指定市のうち17市のみの分析となる。利用可能な詳しい統

計データが2008年度決算であるため、それ以降に指定された岡山市と相模原市を分析に含
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むことが叶わないのである。ただし、次の第４表のみは2009年度であり、岡山市が含まれ

ている。 

 その第４表は、いわゆる主要財政指標であり、次の３つの状況を示している。すなわち、

①全国スタンダードな行政をどの程度自前の税でまかなえるか（財政力指数）、②予算が

どの程度硬直化して自由裁量の余地が小さくなっているか（経常収支比率）、③借金の負

担はどの程度の重さか（実質公債費比率、将来負担比率）である。 

 これらの数値は、財政の自治体間比較の上で重要とされているので、一応ここでも掲載

はしてあるが、言われるほどに決定的な意味をもつとはいえない。③の借金負担は、公共

事業のニーズや政策判断に応じて数値が異なっているだけの話であって、よほど継続的に 

 

第４表 政令指定都市の主要財政指標（2009年度決算） 

 
 財政力指数 経常収支比率 実質公債費比率 将来負担比率 

大 阪 市 0.96 100.2 10.4 238.7 

名 古 屋 市 1.06 98.1 12.7 218.6 

京 都 市 0.76 95.9 12.7 247.7 

横 浜 市 1.01 95.8 19.1 255.2 

神 戸 市 0.73 97.9 13.9 175.6 

北 九 州 市 0.71 99.8 9.9 173.5 

札 幌 市 0.70 99.8 11.3 137.1 

川 崎 市 1.10 96.4 13.4 137.4 

福 岡 市 0.85 94.0 16.8 237.7 

広 島 市 0.81 97.9 15.7 260.9 

仙 台 市 0.86 97.4 12.7 170.9 

千 葉 市 1.02 99.2 21.1 306.4 

さいたま市 1.03 89.9 7.2 55.7 

静 岡 市 0.92 90.9 12.4 123.3 

堺 市 0.82 96.8 6.3 77.8 

新 潟 市 0.70 89.5 11.1 130.9 

浜 松 市 0.91 89.2 12.5 86.2 

岡 山 市 0.78 90.5 17.0 135.6 

指定市平均 0.87 96.5 13.4 － 

市町村平均 0.55 91.8 11.2 92.8 

（参考） 
旧・相模原市 

1.06 96.9 4.7 36.6 

(資料) 総務省「地方公共団体の主要財政指標一覧」より作成。 
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比率が高いのでない限り、相違していることに特段の意味はない。また①と②についても、

指定市に限っていえば、表から分かるようにそれほど大きな相違は生じていない。市町村

全体でみれば相違は大きいが、指定市だけの観察では、何らかの有意な指摘ができるほど

の差異とはいえないのである。 

 さて、それではいよいよ2008年度決算のデータを用いて、指定市財政の多様化の実態を

みてゆくことにしよう。次の４点、すなわち①財政規模、②歳出の構成、③歳入の構成、

④地方税のそれぞれについて多様化の状況を観察する。 

 

(１) 財政規模の多様性 

   財政の規模といっても、尺度は様々にありうる。ここでは①歳出総額、②歳入総額、

③標準財政規模の３つを使って、規模の比較を試みる（第５表参照）。 

   同表から分かるように、歳出と歳入は、多少の違いはみせつつも、ほぼ同様の数値

となっている。この両者の特徴は次のとおりになるだろう。すなわち、歳出総額が最

大の大阪市と最小の浜松市との差異はかなり大きく５倍を超えている。総額が膨大な

のはこの大阪市、次いで横浜市であり、この２市だけで指定市全体の約３割を占めて

いる。このように指定都市間の格差は大きいが、これは総額の話であって、人口１人

あたりでみると、相違は大きく縮小する。歳出も歳入も、１人あたりの最大／最小は

1.7倍程度にすぎないのである。 

   これに対して標準財政規模は、最大・最小の都市に入れ替わりが生じるが、大きな

方向性は上記の指摘と同じになる。最大の横浜市と最小の静岡市では約５倍の差異が

みられるが、人口１人あたりでは、およそ1.3倍にまで格差は縮小するのである。 

   なお標準財政規模は、理論上の数値とはいえ一般財源の総額を表しているので、表

の右端には、歳出と歳入に占める標準財政規模の割合を示しておいた。都市によって

は多少の大小はあるが、この一般財源の規模は、歳出・歳入総額のおおよそ半分程度

となっているのである。 
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第５表 指定都市の財政規模：歳出、歳入、標準財政規模 

（単位＝千円） 

 歳出総額(１) 
(１)の 
シェア 

人口１人
あたり(１)

歳入総額(２) 
(２)の 
シェア 

人口１人 
あたり(２) 

大 阪 市 1,552,859,303 14.5％ 590.71 1,555,121,442 14.3％ 591.57 
名 古 屋 市 968,210,417 9.0％ 437.10 972,058,668 8.9％ 438.84 

京 都 市 734,219,808 6.9％ 497.84 735,852,839 6.8％ 498.95 

横 浜 市 1,362,940,766 12.7％ 380.75 1,436,351,303 13.2％ 401.26 

神 戸 市 724,882,257 6.8％ 475.21 737,730,979 6.8％ 483.63 

北 九 州 市 493,528,897 4.6％ 496.75 500,169,586 4.6％ 503.43 

札 幌 市 771,296,216 7.2％ 410.08 773,708,805 7.1％ 411.36 

川 崎 市 572,528,754 5.4％ 431.44 584,466,600 5.4％ 440.44 

福 岡 市 673,365,959 6.3％ 480.54 682,110,518 6.3％ 486.78 

広 島 市 539,288,086 5.0％ 467.16 544,617,125 5.0％ 471.78 

仙 台 市 407,602,445 3.8％ 397.62 411,022,727 3.8％ 400.96 

千 葉 市 324,703,793 3.0％ 351.29 326,018,424 3.0％ 352.71 
さいたま市 397,325,609 3.7％ 337.77 424,743,031 3.9％ 361.08 

静 岡 市 277,714,625 2.6％ 383.94 287,022,610 2.6％ 396.81 

堺   市 294,891,756 2.8％ 354.88 298,571,347 2.7％ 359.31 

新 潟 市 327,980,207 3.1％ 403.00 331,350,076 3.0％ 407.14 

浜 松 市 275,829,931 2.6％ 343.06 285,387,766 2.6％ 354.95 

17市合計 10,699,168,829 100％ 437.08 10,886,303,846 100％ 444.73 

最大／最小 
の倍率 

5.63 － 1.75 5.45 － 1.68 

 標準財政規模(３) 
(３)の 
シェア 

人口１人
あたり(３)

(３)/(１) (３)/(２) 

大 阪 市 742,722,152 12.8％ 282.53 47.8％ 47.8％ 

名 古 屋 市 566,622,451 9.8％ 255.80 58.5％ 58.3％ 

京 都 市 354,201,362 6.1％ 240.17 48.2％ 48.1％ 

横 浜 市 792,117,300 13.7％ 221.28 58.1％ 55.1％ 

神 戸 市 385,439,514 6.6％ 252.68 53.2％ 52.2％ 

北 九 州 市 245,519,536 4.2％ 247.12 49.7％ 49.1％ 

札 幌 市 419,029,686 7.2％ 222.79 54.3％ 54.2％ 

川 崎 市 311,395,290 5.4％ 234.66 54.4％ 53.3％ 

福 岡 市 334,177,485 5.8％ 238.48 49.6％ 49.0％ 

広 島 市 276,920,315 4.8％ 239.88 51.3％ 50.8％ 

仙 台 市 227,466,488 3.9％ 221.90 55.8％ 55.3％ 

千 葉 市 199,277,469 3.4％ 215.59 61.4％ 61.1％ 

さいたま市 241,710,615 4.2％ 205.48 60.8％ 56.9％ 

静 岡 市 160,419,305 2.8％ 221.78 57.8％ 55.9％ 

堺   市 174,081,228 3.0％ 209.49 59.0％ 58.3％ 

新 潟 市 184,600,165 3.2％ 226.82 56.3％ 55.7％ 

浜 松 市 182,552,694 3.1％ 227.05 66.2％ 64.0％ 

17市合計 5,798,253,055 100％ 236.87 54.2％ 53.3％ 

最大／最小
の倍率 

4.94 － 1.37 － 

 
(資料) 総務省『地方財政統計年報』、『市町村別決算状況調』平成20年度版より作成。 

(注１) 人口は平成17年国勢調査人口、以下の表も同じ。 

(注２) 標準財政規模＝標準税収入額＋地方譲与税＋交通安全対策特別交付金＋普通交付税＋臨時

財政対策債発行可能額。 
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(２) 歳出の構成における多様性 

   第６表は、歳出の状況を目的別の構成比で表してみた結果である。都市ごとに歳出

の重点が異なり、この表からだけでも指定市財政の多様化を様々にコメントすること

ができる。ここでは顕著な点だけ指摘しておくが、まず比率が高い歳出項目は民生費

である。 

   民生費は、比重の大きな堺市や大阪市と最小の静岡市で16.3ポイントも異なるが、

相違の原因の大半は、前節でもみた生活保護によって説明がつくだろう。特に顕著な

大阪市の生活保護費は、歳出の16.5％にも相当しているのである。 

   逆に大阪市の民生費において、他市との比較で最小となっているのが児童福祉費で

ある。近隣の堺市が最大の比率12.1％を示しているのに対して、それを4.6ポイント

も下回る7.6％にとどまっている。 

   次に衛生費は、17指定市全体で7.7％の比率であるが、広島・静岡・さいたまの３

市が飛び抜けて大きな比重をみせている。逆に比率が小さいのは京都市であり、特に

保健衛生費の小ささが際立っている。 

   教育費は、最小の大阪市と最大の広島市との間で6.4ポイントもの相違が生じてい

る。教育費で興味深いのは、1980年代以降に指定された都市で比重が高く、古くから

の指定市で低い傾向をみせていることである。 

   土木費は、静岡市と新潟市ではトップの比重を占め、その他の指定市ではすべて２

番手に位置する（公債費はそれ自体が行政目的ではないため考慮外）。大都市行政に

おいて、公共事業は最も重要な歳出の１つなのである。最大の新潟市と最小の札幌市

では12％も相違しているが、内訳の多様化もまた著しい。 

   最下段の17市合計をみると分かるように、指定市の土木費は都市計画費に重点を置

いているが、大阪市では住宅費が都市計画費と同等の比重を保っている。あるいは静

岡市では、道路橋りょう費の比重が同等に近くなっているのである。ざっくりといえ

ば、2000年代に指定された都市では道路橋りょう費の重要性が高いといえるだろう。 

   政令市の歳出における最後の特徴は、諸支出金における公営企業費であろう。大都

市は、多くの出資法人、外郭団体や公営企業を設立し、行政を一般会計外で実施する

ケースが非常に多いのである。ところが表をみると、この指摘が該当するのは、仙台

市を例外として、1973年までに指定された都市であることが分かる。８％の京都市を

筆頭に、名古屋市、福岡市と比率が高くなっているのに対して、広島市以降に指定さ

れた都市では、公営企業への繰り出しがほとんど行われていないのである。 
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第６表 指定都市の歳出構成 

 

 民生費 
う ち
社 会
福祉費

う ち
老 人
福祉費

う ち 
児 童 
福祉費 

う ち
生 活
保護費

衛生費
う ち
保 健
衛生費

う ち 
清掃費 

教育費 商工費 

大 阪 市 35.4％ 7.3％ 4.0％ 7.6％ 16.5％ 7.2％ 3.5％ 3.2％ 7.4％ 5.7％ 

名 古 屋 市 27.0％ 7.1％ 4.9％ 9.1％ 5.8％ 7.3％ 2.8％ 3.8％ 8.4％ 8.5％ 

京 都 市 30.3％ 6.8％ 5.5％ 8.8％ 9.3％ 5.9％ 1.7％ 3.7％ 7.7％ 10.1％ 

横 浜 市 29.3％ 7.4％ 5.2％ 9.4％ 7.3％ 6.5％ 3.0％ 2.9％ 8.4％ 9.0％ 

神 戸 市 30.2％ 6.9％ 5.5％ 7.8％ 10.1％ 6.7％ 3.0％ 3.3％ 9.6％ 4.5％ 

北 九 州 市 28.6％ 7.2％ 5.2％ 9.2％ 6.9％ 6.1％ 3.1％ 2.8％ 8.1％ 13.1％ 

札 幌 市 34.7％ 8.8％ 5.2％ 7.8％ 13.0％ 6.0％ 2.8％ 2.8％ 7.9％ 10.3％ 

川 崎 市 27.6％ 7.0％ 4.1％ 8.3％ 8.2％ 9.4％ 4.4％ 4.5％ 8.1％ 3.6％ 

福 岡 市 26.2％ 6.1％ 3.7％ 8.0％ 8.3％ 6.9％ 2.4％ 4.0％ 8.3％ 12.7％ 

広 島 市 25.4％ 7.2％ 3.8％ 8.3％ 6.2％ 13.4％ 9.4％ 3.5％ 13.8％ 3.9％ 

仙 台 市 24.8％ 6.8％ 4.5％ 8.8％ 4.8％ 6.7％ 3.0％ 3.1％ 11.3％ 4.9％ 

千 葉 市 27.5％ 7.1％ 4.2％ 9.5％ 6.7％ 8.7％ 4.4％ 3.8％ 10.4％ 6.3％ 

さいたま市 26.2％ 7.1％ 4.9％ 9.0％ 5.1％ 11.2％ 6.7％ 4.3％ 10.8％ 2.5％ 

静 岡 市 22.8％ 5.5％ 4.9％ 9.1％ 3.3％ 12.2％ 5.3％ 6.6％ 9.3％ 1.5％ 

堺   市 39.1％ 8.3％ 5.9％ 12.1％ 12.7％ 8.4％ 3.7％ 3.8％ 9.6％ 1.8％ 

新 潟 市 25.1％ 5.3％ 5.8％ 10.0％ 4.1％ 8.1％ 2.8％ 4.2％ 10.6％ 3.9％ 

浜 松 市 23.2％ 5.8％ 5.9％ 8.9％ 2.6％ 7.8％ 3.7％ 4.0％ 12.3％ 3.4％ 

17市合計 29.5％ 7.1％ 4.8％ 8.7％ 8.9％ 7.7％ 3.6％ 3.6％ 9.0％ 7.0％ 

 土木費 
う  ち
道 路 橋
りょう費

う ち
住宅費

う ち 
都 市 
計画費 

消防費 公債費 諸支出金
う ち 
公 営 
企業費 

総務費 
＋その他 

歳 出 
合 計 

大 阪 市 17.0％ 2.3％ 6.2％ 6.4％ 2.5％ 13.9％ 1.8％ 1.8％ 9.1％ 100％ 

名 古 屋 市 18.3％ 3.1％ 2.1％ 10.9％ 3.0％ 15.0％ 4.4％ 4.4％ 8.1％ 100％ 

京 都 市 15.2％ 2.4％ 2.2％ 9.7％ 4.0％ 10.7％ 8.0％ 8.0％ 8.1％ 100％ 

横 浜 市 20.9％ 2.3％ 1.7％ 12.5％ 2.8％ 13.9％ 1.6％ 1.6％ 7.7％ 100％ 

神 戸 市 17.2％ 2.8％ 3.3％ 8.0％ 2.3％ 18.2％ 1.5％ 1.5％ 9.6％ 100％ 

北 九 州 市 17.9％ 3.9％ 3.2％ 8.0％ 2.5％ 14.7％ 0.1％ 0.1％ 8.8％ 100％ 

札 幌 市 14.7％ 4.8％ 1.4％ 7.8％ 2.7％ 13.2％ 2.4％ 2.1％ 8.0％ 100％ 

川 崎 市 16.4％ 2.9％ 3.2％ 8.5％ 2.8％ 18.3％ 0.3％ 0.3％ 13.6％ 100％ 

福 岡 市 15.9％ 3.7％ 1.8％ 8.8％ 2.0％ 16.2％ 2.7％ 2.7％ 9.1％ 100％ 

広 島 市 19.2％ 6.0％ 1.0％ 10.8％ 2.7％ 13.3％ － － 8.3％ 100％ 

仙 台 市 16.3％ 4.8％ 0.6％ 9.7％ 3.1％ 16.4％ 2.9％ 2.9％ 13.7％ 100％ 

千 葉 市 16.9％ 4.5％ 0.9％ 10.8％ 3.6％ 15.9％ 0.0％ 0.0％ 10.8％ 100％ 

さいたま市 23.0％ 4.2％ 0.3％ 17.3％ 3.3％ 10.7％ 0.1％ － 12.2％ 100％ 

静 岡 市 24.6％ 10.3％ 1.2％ 11.9％ 3.7％ 13.5％ － － 12.4％ 100％ 

堺   市 15.9％ 3.8％ 0.8％ 10.3％ 3.5％ 10.8％ － － 11.0％ 100％ 

新 潟 市 26.7％ 8.6％ 0.3％ 12.4％ 3.0％ 11.0％ － － 11.6％ 100％ 

浜 松 市 22.2％ 9.1％ 0.4％ 10.4％ 3.3％ 14.0％ － － 13.9％ 100％ 

17市合計 18.2％ 3.8％ 2.4％ 9.8％ 2.9％ 14.3％ 2.0％ 2.0％ 9.6％ 100％ 

(資料) 総務省『地方財政統計年報』平成20年度版より作成。 
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(３) 歳入の構成における多様性 

   歳入の構成でまず目が行くのは地方税であろう。地方税の比率は、17市合計で44％、

最も高いのは千葉市の54.7％、逆の最小は北九州市の33.5％となっている。 

   ここでもためらわずにざっくりと傾向を述べれば、千葉市（1992年指定）以降の指

定市で地方税の比重が高く、それ以前の伝統的な政令市において比重の低いケースが

多い。1992年以降の指定市では、新潟市を例外とすれば、すべての都市で平均値を上

回っているのに対して、それ以前より指定市であったところでは、名古屋、横浜、川

崎の３市以外は軒並み平均以下の水準にとどまっているのである。 

   ただし、これはあくまでも歳入に占める地方税の割合の話であることに注意が必要

である。後にみるように、地方税の絶対的な金額は伝統的な政令市の方が圧倒的に大

きいのである。 

   地方税に次いで比重の高いのは、国庫支出金である。もちろん都市によっては、地

方交付税の方が比重の高いケース（新潟市）もあるが、まさに例外である。政令市に

おける交付税の比重は、他の市町村との比較でいえば、相対的に小さい。この2008年

度には、名古屋、横浜、川崎、千葉の４市が不交付団体であり、さいたま市も合併特

例がなければ同グループに含まれる。交付団体においても、それほど比重は高くなく、

最高は14.1％の新潟、次いで札幌、北九州、神戸と、この４市のみが10％を超えてい

る。 

   かくして大都市において第２位の比重を占めるのは国庫支出金である。国庫支出金

の相違は、最大の堺市と最小の名古屋市との間で7.8％とかなり大きい。しかし、こ

の２市がやや飛び抜けた例外であるように思われる。この他にも大阪市や広島市のよ

うに高めの数値を示している都市もないわけではないが、全体とすれば平均値の

13.7％周辺に集まっているのである。 
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第７表 指定都市の歳入構成 

 

 地方税 地方譲与税 地方交付税 国庫支出金 地方債 
地方特例 
交付金等 

都道府県 
支 出 金 

大 阪 市 43.1％ 0.5％ 1.1％ 16.6％ 9.3％ 0.5％ 2.5％ 

名 古 屋 市 53.1％ 0.7％ 0.1％ 9.6％ 10.8％ 0.7％ 3.0％ 

京 都 市 36.2％ 0.6％ 9.0％ 12.5％ 11.1％ 0.4％ 2.7％ 

横 浜 市 50.8％ 0.7％ 0.1％ 14.9％ 9.0％ 0.6％ 2.4％ 

神 戸 市 37.7％ 0.8％ 11.2％ 14.8％ 6.5％ 0.5％ 2.9％ 

北 九 州 市 33.5％ 0.8％ 11.9％ 12.8％ 9.6％ 0.4％ 2.8％ 

札 幌 市 36.5％ 0.9％ 13.0％ 15.9％ 6.4％ 0.5％ 3.0％ 

川 崎 市 50.3％ 0.6％ 0.1％ 11.8％ 11.6％ 0.6％ 2.0％ 

福 岡 市 40.0％ 1.0％ 5.9％ 12.6％ 9.1％ 0.5％ 2.5％ 

広 島 市 39.0％ 0.7％ 8.3％ 16.2％ 10.8％ 0.5％ 2.6％ 

仙 台 市 44.0％ 0.8％ 6.1％ 10.2％ 11.7％ 0.6％ 2.6％ 

千 葉 市 54.7％ 0.9％ 0.2％ 10.3％ 12.8％ 0.7％ 2.2％ 

さいたま市 52.1％ 0.7％ 0.7％ 14.7％ 7.8％ 0.7％ 2.4％ 

静 岡 市 45.3％ 1.0％ 3.8％ 12.7％ 15.9％ 0.6％ 3.5％ 

堺   市 44.4％ 0.9％ 8.2％ 17.4％ 8.2％ 0.8％ 4.1％ 

新 潟 市 36.6％ 1.2％ 14.1％ 11.3％ 13.1％ 0.5％ 3.0％ 

浜 松 市 48.0％ 1.5％ 6.6％ 11.3％ 8.4％ 0.7％ 4.3％ 

17市合計 44.0％ 0.8％ 5.0％ 13.7％ 9.7％ 0.6％ 2.7％ 

 
地方消費
税交付金

軽油引取税
交 付 金

財産収入 繰入金 諸収入 その他 歳入合計 

大 阪 市 2.3％ 0.7％ 1.8％ 1.3％ 15.0％ 5.2％ 100％ 

名 古 屋 市 2.6％ 1.4％ 0.5％ 0.3％ 9.9％ 7.3％ 100％ 

京 都 市 2.0％ 0.5％ 1.0％ 1.1％ 17.1％ 5.8％ 100％ 

横 浜 市 2.2％ 0.8％ 1.0％ 1.6％ 9.6％ 6.3％ 100％ 

神 戸 市 1.9％ 0.8％ 2.0％ 1.3％ 10.8％ 8.7％ 100％ 

北 九 州 市 1.9％ 1.2％ 0.8％ 3.3％ 14.9％ 6.2％ 100％ 

札 幌 市 2.5％ 1.0％ 0.9％ 2.6％ 13.1％ 3.8％ 100％ 

川 崎 市 2.0％ 0.7％ 0.8％ 2.5％ 10.9％ 6.3％ 100％ 

福 岡 市 2.2％ 0.8％ 0.4％ 1.3％ 17.4％ 6.4％ 100％ 

広 島 市 2.0％ 1.0％ 0.6％ 0.5％ 11.7％ 5.9％ 100％ 

仙 台 市 2.5％ 1.6％ 0.9％ 7.3％ 6.6％ 5.1％ 100％ 

千 葉 市 2.6％ 1.5％ 0.3％ 0.8％ 7.4％ 5.7％ 100％ 

さいたま市 2.3％ 1.4％ 1.4％ 2.7％ 5.8％ 7.3％ 100％ 

静 岡 市 2.5％ 1.9％ 0.5％ 2.8％ 2.2％ 7.5％ 100％ 

堺   市 2.4％ 2.2％ 0.9％ 0.7％ 2.9％ 7.1％ 100％ 

新 潟 市 2.3％ 1.9％ 0.2％ 0.8％ 9.4％ 5.7％ 100％ 

浜 松 市 2.7％ 1.9％ 1.8％ 1.4％ 3.5％ 8.0％ 100％ 

17市合計 2.3％ 1.1％ 1.0％ 1.7％ 11.3％ 6.2％ 100％ 

(資料) 第６表と同じ。 
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(４) 地方税における多様性 

   地方税における多様化であるが、前述のとおり、ここは本稿の核である次章の前振

りとなる節である。すなわち次章で指定都市内の税収（税源配分）格差を分析する前

提として、ここでは指定市間の相違をみておくのである。 

   まず第８表は、各指定市の税収額（総額、人口１人あたり額）と政令市全体におけ

る「シェア（指定市の総税収に占める各市の割合）」を明らかにしている。税収総額

の最大は横浜市、最小は新潟市であり、両者の倍率は６倍となっている。ただし人口

１人あたりの税収額を計算してみると、最大の都市が大阪市に代わるとともに、格差

が1.7倍へと縮小することが分かる。 

 

    第８表 地方税収：伝統的な指定市への集中 

                                  （単位＝千円） 

 地方税収総額 指定市におけるシェア 
人口１人 

あたり税収額 

大 阪 市 670,787,495 14.0％ 255.17 

名 古 屋 市 516,306,272 10.8％ 233.09 

京 都 市 266,407,424 5.6％ 180.64 

横 浜 市 729,457,004 15.2％ 203.78 

神 戸 市 277,911,962 5.8％ 51.4％ 182.19 

北 九 州 市 167,490,841 3.5％ 168.58 

札 幌 市 282,150,265 5.9％ 150.01 

川 崎 市 293,779,349 6.1％ 221.38 

福 岡 市 272,645,884 5.7％ 72.6％ 194.57 

広 島 市 212,604,978 4.4％ 184.17 

仙 台 市 180,961,207 3.8％ 176.53 

千 葉 市 178,213,851 3.7％ 192.81 

さいたま市 221,501,883 4.6％ 188.30 

静 岡 市 130,002,730 2.7％ 179.73 

堺   市 132,440,557 2.8％ 159.38 

新 潟 市 121,384,355 2.5％ 149.15 

浜 松 市 136,912,796 2.9％

48.6％

27.4％

170.28 

17市合計 4,790,958,853 100％ 195.72 

最大／最小
の倍率 

6.01 － 1.71 

    (資料) 第６表と同じ。 
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   この1.7倍を大きいとみるかどうか微妙かもしれないが、「シェア」の列をみると

明らかなように、特定市への税収の集中度は相当に高い。指定市の出発点である旧五

大市だけで、17政令市の５割を占めているのである。あるいは1973年までに指定され

た都市で区切ると、総税収の７割以上は９つの都市に帰属する。1980年以降に指定さ

れた残り８市の税収は、合計しても３割以下にとどまっており、特に2005年の静岡市

以降の指定市は、各都市のシェアが３％を切っているのである。 

   かくして前節の歳入構成で明らかになった結果とは逆の分析結果が浮かび上がって

きた。前節では、近年になって指定された都市の方が歳入に占める地方税の比重の高

いことが分かったが、地方税の絶対的な総額では、まったく逆に伝統的な政令市の優

位性が明らかになったのである。 

   次に第９表は、税収の税目別構成比である。ざっくり全体の評をすれば、わが国で

は法定税目を原則として標準税率で課税しているため、それほど極端な構成比の相違

はないといってもよいだろう。ただしもちろん、相違や格差がないわけではない。 

   格差の大きいのは、やはり市民税における法人の法人税割、次いで個人の所得割で

ある。前者の法人税割は、17市の平均値が11.6％のところ、最大の大阪市で20％超え、

逆の横浜市では7.3％となっている。また後者の所得割については、平均が32.9％の

ところ、最大の横浜市が41.3％、最小の大阪市が20.4％である。 

   このように大阪市と横浜市は、個人・法人の税収構成において、まさに対極に位置

する。大阪市では法人（法人税割）の比重が高く個人（所得割）の比重が低いのに対

して、横浜市ではまったく逆になっているのである。 

   そのほかの税目について、特段の言及をするほど極端な格差は生じていないが、１

つ注目するとすれば、事業所税であろう。事業所税は、「税源は豊富にある」と言わ

れる大都市において、唯一「大都市税源」と呼べる存在とされているからである。た

だし現実には、2003年に課税客体が縮小されたこともあり(４)、税収の重要性は高い

とはいいがたい。17市合計で税収総額の2.8％、最大の北九州市でも４％に相当する

にすぎないのである。 
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第９表 地方税収構成の多様性 

 
     

 

市民税
 
 

うち 
個人均等割

うち 
所得割 

うち 
法人均等割

うち 
法人税割

固 定
資産税

軽自動 
車 税 

たばこ 
税 

大 阪 市 43.9％ 0.5％ 20.4％ 2.7％ 20.3％ 40.2％ 0.2％ 3.8％ 

名 古 屋 市 49.2％ 0.6％ 32.2％ 2.2％ 14.2％ 36.6％ 0.3％ 3.2％ 

京 都 市 47.4％ 0.7％ 30.7％ 1.9％ 14.2％ 37.7％ 0.4％ 3.4％ 

横 浜 市 51.0％ 0.7％ 41.3％ 1.5％ 7.3％ 36.2％ 0.2％ 2.8％ 
神 戸 市 45.2％ 0.7％ 33.4％ 1.9％ 9.2％ 40.1％ 0.4％ 3.3％ 

北 九 州 市 39.4％ 0.8％ 27.7％ 2.1％ 8.9％ 43.5％ 0.7％ 4.1％ 

札 幌 市 44.9％ 0.9％ 33.4％ 2.3％ 8.3％ 38.5％ 0.5％ 5.0％ 
川 崎 市 49.2％ 0.7％ 38.9％ 1.3％ 8.2％ 37.3％ 0.2％ 2.8％ 

福 岡 市 46.8％ 0.7％ 30.4％ 2.8％ 12.9％ 38.5％ 0.4％ 3.7％ 

広 島 市 47.3％ 0.8％ 33.1％ 2.2％ 11.2％ 38.3％ 0.6％ 3.2％ 

仙 台 市 48.0％ 0.8％ 32.7％ 2.5％ 12.0％ 37.5％ 0.5％ 3.9％ 

千 葉 市 49.5％ 0.7％ 36.8％ 1.8％ 10.1％ 37.0％ 0.3％ 3.5％ 

さいたま市 52.3％ 0.8％ 40.3％ 1.9％ 9.4％ 34.8％ 0.3％ 3.1％ 

静 岡 市 44.4％ 0.8％ 33.0％ 2.0％ 8.5％ 41.9％ 0.7％ 3.3％ 

堺   市 44.2％ 0.8％ 33.5％ 1.7％ 8.3％ 40.7％ 0.6％ 4.1％ 

新 潟 市 44.6％ 1.0％ 32.8％ 2.2％ 8.7％ 41.1％ 1.0％ 4.0％ 

浜 松 市 48.6％ 0.9％ 35.8％ 1.9％ 9.9％ 39.4％ 1.0％ 3.3％ 

17市合計 47.3％ 0.7％ 32.9％ 2.1％ 11.6％ 38.3％ 0.4％ 3.5％ 

 鉱産税
特別土地 
保 有 税 

入湯税 事業所税 都市計画税
法定外
目的税

税収総額 

大 阪 市 － － － 3.8％ 8.1％ － 100％ 

名 古 屋 市 － － － 3.0％ 7.7％ － 100％ 

京 都 市 － 0.0％ － 2.6％ 8.4％ － 100％ 

横 浜 市 － 0.0％ 0.0％ 2.2％ 7.6％ － 100％ 

神 戸 市 － 0.1％ 0.1％ 2.9％ 7.9％ － 100％ 

北 九 州 市 0.0％ 0.0％ 0.0％ 4.0％ 7.5％ 0.7％ 100％ 

札 幌 市 － 0.0％ 0.2％ 2.7％ 8.2％ － 100％ 

川 崎 市 － － 0.0％ 2.7％ 7.8％ － 100％ 

福 岡 市 － 0.0％ 0.0％ 2.5％ 8.0％ － 100％ 

広 島 市 － － 0.0％ 2.9％ 7.7％ － 100％ 

仙 台 市 0.0％ 0.0％ 0.1％ 2.6％ 7.4％ － 100％ 

千 葉 市 0.0％ 0.0％ － 2.6％ 7.1％ － 100％ 

さいたま市 － 0.0％ 0.0％ 1.8％ 7.5％ － 100％ 

静 岡 市 0.0％ － 0.0％ 1.5％ 8.2％ － 100％ 

堺   市 － － － 2.6％ 7.7％ － 100％ 

新 潟 市 0.1％ 0.0％ 0.0％ 3.1％ 6.0％ － 100％ 

浜 松 市 0.0％ 0.0％ 0.1％ 2.8％ 4.8％ － 100％ 

17市合計 0.0％ 0.0％ 0.0％ 2.8％ 7.7％ 0.0％ 100％ 

(資料) 第６表と同じ。 
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 3. 指定都市内の税源偏在・税収格差 

 

 指定都市の多様化とは、都市の間だけではなく、都市の内部でも格差が生じていること

を意味するのではないか。これが本稿の出発点であった。この疑問の答えを求めるため、

横浜市と静岡市より、行政区別の税収額データをご提供いただいた(５)。この場を借りて

両市の関係者には厚く御礼申しあげたい。 

 税収のデータは、個人市民税、固定資産税、都市計画税の2010年度賦課額である。それ

では以下それぞれの都市ごとに、データを加工して分析してみよう。 

 

(１) ケース・スタディ１：横浜市 

   まず個人市民税については、第10表が税収額を18の区別に表示している。税収総額 

 

     第10表 個人市民税の行政区別の状況 

                                 （単位＝円） 

  税収総額 納税者１人あたり税収額 

１ 鶴 見 区 31,883,275,700 225,876 

２ 神 奈 川 区 29,790,332,300 243,053 

３ 西   区 13,936,047,100 273,202 

４ 中   区 21,345,466,300 297,365 

５ 南   区 20,497,673,100 208,832 

６ 港 南 区 26,529,570,600 240,574 

７ 保土ケ谷区 22,991,048,700 226,698 

８ 旭   区 26,659,117,300 217,140 

９ 磯 子 区 18,825,809,100 226,686 

10 金 沢 区 25,606,364,800 247,457 

11 港 北 区 47,532,622,600 271,449 

12 緑   区 19,635,117,700 227,232 

13 青 葉 区 50,268,831,200 339,590 

14 都 筑 区 29,007,856,800 308,693 

15 戸 塚 区 32,803,952,900 243,216 

16 栄   区 14,591,972,700 234,135 

17 泉   区 17,448,245,200 236,740 

18 瀬 谷 区 11,736,675,300 197,917 

合   計 461,089,979,400 250,677 

最大／最小の倍率 4.28 1.72 
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  では、最大の青葉区（約500億円）と最小の瀬谷区（約117億円）とで4.3倍近い差異

が生じている。ただし、これを納税者数で除すると、差異は1.7倍程度となる。最大

の青葉区で納税者１人あたり約340万円に対して、瀬谷区ではおよそ198万円なのであ

る。納税者１人あたりの税収額は、横浜市全体では25万677円なので、これを上回る

のは５区（青葉、都筑、中、西、港北区）、下回っているのが13区となる。 

   この状況を各区の「シェア」（横浜市の税収全体に占める各区の割合）にしてみた

のが第４図である。税収額が最大の青葉区と次の港北区が10％を上回って飛び抜けて

おり、逆の端では、税収の小さい順に瀬谷区、西区、栄区が３％程度のシェアとなっ

ている。 

   次に固定資産税と都市計画税をみると、第11表にあるように、どちらも税収総額で

は４倍程度の格差が生じている。税収の最大、最小は両税とも同じで、大きいのが港

北区、小さいのが栄区となっている。 

   ここで注目せねばならないのは、納税者１人あたりの税額である。これまでみてき

た税収の差異は、都市間であれ都市内であれ、１人あたりに算定するとかなり縮小し

た。ところが固定資産税・都市計画税の場合には、格差がほとんど縮まらないのであ

る。 

 

第４図 個人市民税の各区の「シェア」 
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第11表 固定資産税・都市計画税の行政区別の状況 

（単位＝円） 

 固定資産税収総額 都市計画税 
納税者１人あたり

固定資産税 
納税者１人あたり 

都市計画税 

鶴 見 区 21,525,531,600 5,229,024,500 251,616 61,299 

神 奈 川 区 14,368,085,700 3,479,525,700 193,317 48,130 

西   区 16,516,056,700 3,716,381,200 438,452 98,659 

中   区 17,572,475,200 4,117,236,800 340,618 79,810 

南   区 7,655,946,700 2,026,857,700 109,402 28,966 

港 南 区 9,871,380,400 2,661,334,200 141,566 38,305 

保土ケ谷区 9,069,519,800 2,190,013,300 140,352 36,343 

旭   区 10,689,366,700 2,641,581,800 136,172 36,428 

磯 子 区 9,131,396,700 2,304,930,300 170,811 44,189 

金 沢 区 11,947,229,100 3,035,736,100 177,398 45,291 

港 北 区 22,682,536,800 5,643,214,900 230,762 59,041 

緑   区 8,496,445,700 2,141,878,400 176,271 46,865 

青 葉 区 18,931,563,100 5,008,474,700 224,116 61,545 

都 筑 区 16,879,549,900 3,871,550,100 333,456 87,376 

戸 塚 区 14,534,313,300 3,472,036,000 170,155 44,181 

栄   区 5,587,169,900 1,464,976,800 144,637 39,114 

泉   区 6,866,905,500 1,656,802,500 146,182 40,517 

瀬 谷 区 5,855,049,300 1,501,273,300 168,278 45,275 

合  計 228,180,522,100 56,162,828,300 200,129 51,275 

最大／最小 
の倍率 

4.06 3.85 4.01 3.41 

 

 

   この第３章のケース・スタディでは、人口ではなく納税者数で１人あたり税額を計

算しているが、固定資産税については税収総額の格差とほぼ同等の4.01倍、都市計画

税の場合はごくわずか縮小するとはいえ3.41倍の格差が存在する。この格差の上の方

に位置するのが、西区、都筑区、中区、青葉区、鶴見区、港北区の６区であり、横浜

市全体の平均値（５万1,275円）を上回っている。逆にシェアの小さい方では、栄区、

瀬谷区、泉区の順で、３％未満のシェアとなっている。 

   いま１つ、ここでさらに注意をしなくてはならないのは、固定資産税・都市計画税

の場合には、次の疑問が呈されることである。すなわち、都市の中心部や臨海部等の

特定地域では法人の納税者が多いのではないか、そのせいでこれらの地域と法人の立

地しない地域との比較をする際には、法人と個人とを分けて観察をする必要があるの

ではないかという疑問である。 
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第５図 固定資産税と都市計画税の「シェア」（データの値は固定資産税） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   そこで納税者あたりの税額を、法人と個人と分けて算定してみた。すると予想した

とおりに、法人と個人とでは、区ごとの税収額がまったく異なっていることが分かっ

た。第６図が法人の納税１社あたりであり、第７図が個人の納税者１人あたりの税額

である。 

   前者の第６図から分かるように、西区と鶴見区の１人あたり税収額が高いのは、主

として法人の負担によっている。逆に港北区と青葉区は、第７図に示されているよう

に個人の納税者によって税収額が高くなっている。唯一都筑区は、個人と法人が共生

しているが、高い税収への貢献度は、前者の個人の方が高くなっているように思われ
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第６図 法人・納税１社あたり固定資産税額 

（単位＝万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７図 個人・納税者１人あたり固定資産税額 

（単位＝円） 
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(２) ケース・スタディ２：静岡市 

   2005年に指定市になった静岡市は、旧五大市の横浜市とは大きく相違し（都市間の

格差）、また都市の内部の差異（都市内の格差）もはるかに大きいだろう。これが本

稿を構想した際の想定であり、両市をケース・スタディで取り上げたのも、この想定

に基づいてである。 

   ところが、静岡市の３つの区別税収を分析してみて、この想定がまったく成立しな

いことに驚くことになる。第12表の個人住民税をみると明らかなように、税収総額の

相違は、３区の間でごくわずかである。しかも納税者１人あたりにすると、予想は

すっかりひっくり返されてしまう。１人あたり税収の差異は１倍、つまり違いがまっ

たくないのである。 

   これは、第13表に示されている固定資産税、都市計画税についても同様である。税

収総額でみると、固定資産税も都市計画税も、さらに両税を合計しても、３区の相違

は10％程度にすぎない。また納税者１人あたりについても、３区の違いはすべて29％

の範囲にとどまっているのである。 

 

     第12表 個人市民税の行政区別の状況 

                                 （単位＝円） 

 税収総額 納税者１人あたり税収額 

葵 区 14,828,794,300 112,878 

駿河区 12,393,782,600 112,850 

清水区 12,845,267,000 100,420 

合 計 40,067,843,900 108,552 

最大／最小の倍率 1.20 1.00 

 

 

第13表 固定資産税・都市計画税の行政区別の状況 

（単位＝円） 

 固定資産税 
固 定 
資産税 
シェア 

都市計画税 ２税合計 
納 税 者
１人あたり
固定資産税

納 税 者 
１人あたり 
都市計画税 

２税合計 
１  人 
あ た り 

葵 区 15,886,297,000 34.9％ 3,743,817,700 19,630,114,700 167,240 47,433 214,673 

駿河区 14,546,550,000 32.0％ 3,626,225,900 18,172,775,900 206,240 53,432 259,673 

清水区 15,092,213,400 33.2％ 3,415,224,500 18,507,437,900 159,706 41,271 200,977 

合 計 45,525,060,400 100％ 10,785,268,100 56,310,328,500 175,081 46,985 222,066 

最大／最小 
の倍率 

1.09 － 1.10 1.08 1.29 1.29 1.29 
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   本稿の当初想定は、大いなる誤りだったのであろうか。頭を抱えつつ別のデータを

みると、求めていた事実はそこにあった。それは予想していた結果とは異なるが、想

定に間違いはないという事実である。どこが違い、どこが間違っていなかったのかと

いえば、静岡市の場合、都市内の格差は確かに大きく生じているが、それは想定して

いた行政区の間ではなく、各行政区の内部で生じているのである。 

   この点を理解するには、まず近年における行政区の著しい広域化の実態を認識しな

くてはならない。第14表は、旧五大市の横浜市と対比させるために、近年指定市に

なった相模原、岡山、浜松、静岡の各市の区面積を表示している。横浜市の行政区は

面積が７～35㎢であり、単純平均すると24.3㎢になる。ところが同じ神奈川県にある

相模原市（2010年に指定市）の緑区ですらこの10倍の面積を持つ。また岡山市（2009

年に指定市）の北区は、横浜市の平均の18.5倍にも相当するのである。その極みが静

岡県の２市である。浜松市天竜区は、横浜市平均の39倍、さらに静岡市の葵区は面積

が1,000㎢を超えており、横浜市平均の44倍にも達しているのである。 

 

     第14表 行政区の面積：近年における広域化 

 
  ㎢   ㎢ 

鶴 見 区 33.23 緑 区 253.81 

神 奈 川 区 23.88 中 央 区 36.83 

西   区 7.04

相
模
原
 南   区 38.20 

中   区 20.86 北 区 450.75 

南   区 12.67 中   区 51.29 

保土ケ谷区 21.91 東   区 160.42 

磯 子 区 19.17

岡
 
山
 

南   区 127.45 

金 沢 区 31.01 中   区 44.23 

港 北 区 31.40 東   区 46.29 

戸 塚 区 35.81 西   区 114.40 

港 南 区 19.87 南   区 ＊47.02 

旭   区 32.77 北 区 295.59 

緑   区 25.52 浜 北 区 66.51 

瀬 谷 区 17.16

浜
 
 
 
松
 

天 竜 区 944.00 

栄   区 18.50 葵 区 ＊1,073.42 

泉   区 23.51 駿 河 区 72.89 

青 葉 区 35.14

静
 
岡
 清 水 区 265.54 

横
 
 
 
 
 
 
 
浜
 

都 筑 区 27.93    
 
     (資料) 国土地理院『全国都道府県市区町村別面積調』より作成。 

     (＊) 境界未定があるため、数値は「参考値」。 
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     第８図 静岡市の区割マップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   本稿がケース・スタディとして選択した静岡市は、最も広域化した区を有する政令

市なのである。行政区として最大の面積を誇る葵区は、ＪＲ新幹線の駅から商業、文

化、行政の集中する中心街がある一方で、南アルプスに続く広大な中山間地・山岳地

を抱えている。税収の格差は、この広大な面積の区の中で発生していたのである。 

   区内で生じている税収格差の状況を、静岡市が一般に公開しているデータで確認し

てみよう。第15表は、３区のそれぞれを、①中心部、②近郊、③郊外、④中山間地の

４地区に分けて税収を集計している(６)。税収総額では正確なコメントが難しいので、

あくまでも参考だが、各区内の地区別に10倍にも達する大きな税収格差が生じており、

これまで観察してきた相違の比ではない。 

   次の第16表が、より的確に状況を示す人口１人あたりのデータであり、それを視覚

的なグラフにしたのが第９図である。まず個人市民税をみると、駿河区内、清水区内

の相違は1.7倍程度と極端に大きな相違ではない。しかし葵区内の違いは約2.8倍と、

これまでの観察ではみられなかった数値を示している。また１人あたり税収が最大の

葵区中心部と、他の区であるが最小値を示している清水区中山間地とを比べると、格

差は3.1倍にまで開くのである。 

葵区 清水区

駿河区
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     第15表 各区内の地区別の税収総額 

                               （単位＝10億円） 

  個人市民税 固定資産税 都市計画税 

中 心 部 1.26 3.25 0.72 

近  郊 13.42 7.84 2.04 

郊  外 8.42 4.72 1.08 

中山間地 1.46 0.87 0 

葵
 
区
 

最大／最小の倍率 10.65 9.01 2.83 

中 心 部 1.55 1.33 0.32 

近  郊 15.68 11.7 2.91 

郊  外 3.3 1.86 0.42 

駿
河
区
 

最大／最小の倍率 10.12 8.80 9.09 

中 心 部 1.39 1.25 0.3 

近  郊 9.29 6.4 1.63 

郊  外 10.05 7.3 1.58 

中山間地 0.47 0.38 0 

清
水
区
 

最大／最小の倍率 21.38 19.21 5.43 
 
      (資料) 静岡市の税制の在り方に関する研究会「最終報告書・資料編」

（平成23年３月）より作成。 

 

     第16表 人口１人あたり税額の各区内の地区別状況 

                                 （単位＝円） 

  個人市民税 固定資産税 都市計画税 

中 心 部 170,633 441,632 97,608 

近  郊 110,019 64,859 16,916 

郊  外 79,486 44,064 10,153 

中山間地 61,629 36,627 0 

葵
 
区
 

最大／最小の倍率 2.77 12.06 9.61 

中 心 部 140,086 120,384 28,692 

近  郊 98,122 73,186 18,232 

郊  外 85,298 48,209 10,972 

駿
河
区
 

最大／最小の倍率 1.64 2.50 2.62 

中 心 部 93,345 84,239 20,344 

近  郊 92,962 6,406 16,313 

郊  外 79,290 57,552 12,485 

中山間地 54,424 3,801 0 

清
水
区
 

最大／最小の倍率 1.72 22.16 1.63 

葵区中心／清水区中山間の倍率 3.135 116.188 － 

      (資料) 第15表と同じ。 
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第９図 人口１人あたり税額の各区内の地区別状況 

（単位＝円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   次の固定資産税は、さらに極端な区内格差が生じている。駿河区内の相違（2.5

倍）は、他の指定市でもみられそうな数値に踏みとどまっているが、葵区では12倍、

清水区では22倍にまで開いているのである。区内ではないが参考までに税収最大の葵

区中心部と最小の清水区中山間地を比較してみると、格差はなんと100倍を超すこと

になる。 

   最後の都市計画税では、清水区、駿河区はさほどでもないが、葵区内の格差はやは

り著しい。同区の中心部と郊外とでは、9.6倍もの差異が生まれているのである。 

 

 

 おわりに ～指定市制度への疑問と制度改正の困難 

 

 政令指定市の増加と著しい多様化に伴って、少なくとも地方税においては格差が生じ、

拡大を続けている。しかもその格差は、指定市の間だけではなく、指定市の内部で、さら

には行政区の内部ですら発生している。本稿を通して明らかになったこの現実に向き合う
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と、政令指定市制度とは何なのだろう、どこに向けて進もうとしているのだろうと改めて

考えてしまう。 

 もちろん古くからの指定市が正しくて新しいのが駄目と言っているのではない。いわゆ

る大都市制度の位置づけが徐々に曖昧になっているという事実をいかに解釈し、いかに整

理するかが分からないだけである。特に税財政の立場からすれば、多様性と格差のある指

定市の現状に、現行の地方税と地方交付税が制度として適切に対応できているのかどうか

大いに疑問に思われる。 

 ただし、「それでは制度改正を実施しよう」となると、そこにも危険が潜んでいるので

はないだろうか。大都市制度の改革は様々に提唱されているが(７)、具体的な案として示

されているのは、横浜・大阪・名古屋市の「都市州構想」や横浜市の「新たな大都市制度

創設構想｣(８)であろう。すなわち現在の政令市の区域では府県を取っ払って「一層制」に

し、府県から独立しようという構想である。 

 明治・大正の時代から大都市と自負する３指定市が、現行制度からの決別を宣言してい

るわけだが、その背景には「道州制」の提唱も大きいのかもしれない。多様化する指定市

の中にとどまっていては、道州が主導する改革に生き残れないということであろうか。 

 いずれにしても、「一層制独立論」には、税財政の立場から熟慮に熟慮を重ねて答えを

出さねばならない課題が多い。地方財政制度は、地方税と地方交付税とが組み合わされ、

かつ全国的な公平を保つように設計されている。そこにまったく新たな自治体を、他の自

治体に悪影響を及ぼすことなく組み込むのは、至難の業と思われるのである。 

 例えば最近、もっぱら政治的な思惑で減税を謳う自治体も散見されるが、課税自主権を

発揮しているようにみえて、実は他の自治体に大いなる迷惑をかけている。独りよがりの

減税、特に交付団体の減税は地方交付税の否定につながり、結果として財政力の低い自治

体の住民に不幸の雷雨をもたらすことになるのである。 

 「一層制独立論」の場合も、下手をすればこれと同様の結末を招いてしまいかねない。

市に加えて府県の事務事業を行い、府県の税を徴収するという、まったく新たな性格と位

置づけの自治体が誕生するので、これまでの経験では解決できない課題がたくさん待ち構

えているのである。例えば、地方交付税（地方財政調整）の上でその自治体の財政需要を

いかに扱うのか、地方税制において府県との関係をどうするのか(９)等は、特に難題であ

る。 

 しかも「創世記」の話ではないので、制度の移行に伴う変動を回避する方策も求められ

る。例えば、①府県税収の減少によって大都市域外で生じるうる行政水準の低下をどう考
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えるか、大都市から府県へ財源保障を行うのか、それとも放置するのか、②府県で生じる

職員定数の余剰をどうするのか、新しい自治体が引き取るのか放置するのか、③徴税が難

しくコストのかかる府県税（軽油引取税や自動車税）を現在の体制で徴税できるのか、徴

税スタッフの育成を短期間で行えるのか、④大都市域内の行政サービスにこれまで充当さ

れた起債の債務をどうするのか、府県から引き取るのか、それとも別な形で財政補償する

のか、等々である。 

 このように多岐にわたる課題を前にすると、改めて大都市制度をどうすればよいか頭を

抱えてしまう。ＮＥＯ財政研究会で大都市をテーマとした共同研究を始める時から、方向

性を見いだすのが難しいのは覚悟していたが、なお引き続き地道な研究と分析が求められ

る、まさに大きな研究テーマなのである。 

（あおき むねあき 神奈川大学教授） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【注】 

(１) 過疎地域自立促進特別措置法により、浜松市は旧春野町、旧龍山村、旧佐久間町、旧水窪町

の４区域、岡山市は旧建部町の区域が過疎指定されている。 

(２) ＮＥＯ財政研究会のメンバーは、沼尾波子（日本大学）、半谷俊彦（和光大学）、小泉和重

（熊本県立大学）、佐々木伯朗（東北大学）、星野菜穂子（和光大学）、飛田博史（自治総研

研究員）、青木である。 

(３) 人口集中地区とは、国勢調査で設定される区分で、基本的に人口密度の高い地区である。Ｄ

ＩＤはDensely Inhabited Districtの略である。 

(４) 2003年の税制改正で「新増設に係る事業所税」が廃止された。 

(５) 第３章で使用しているデータは、特に断りがない限り、横浜市総務局税制課、静岡市財政局

税務部税制課より頂戴したデータである。 

(６) この地区区分は、データの掲載されている静岡市の税制の在り方に関する研究会「最終報告

書・資料編（統計資料の分析に基づく静岡市の現状）」（平成23年３月）によれば、「『中心

部』は、ＪＲ静岡又は清水駅から１～２㎞圏内で商業的な中心地を含む地域を、『近郊』は、

ＪＲ静岡又は清水駅から３～４㎞圏内の地域を目安としている。」とされている。 

(７) 大都市を改革するという意味では、「大阪都・中京都構想」や「新潟州構想」のように政令

市と府県レベルとを統合する改革も提唱されている。これらの提唱は、いまだ内容がはっきり

しないことに加えて、大都市制度についてはむしろ解体する方向であるため、ここでは言及を

避けた。 

(８) 横浜・大阪・名古屋３市による大都市制度構想研究会「日本を牽引する大都市 ―『都市

州』創設による構造改革構想 ― 」（平成21年２月）、横浜市「新たな大都市制度創設の基本

的考え方《基本的方向性》」（平成22年５月）。 

(９) 地方税で問題になりそうな府県との関係とは、例えば住民税をすべて市民税にしてしまうの

か、府県が府県全域にわたる受益を根拠に住民税の超過課税を行っている場合、大都市部のみ

実施しないというのは認められるのか、法人事業税の全国的な分割基準に変更の要はないのか

などである。 
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